
高病原性鳥インフルエンザ消毒ポイントの廃止について

鳥インフルエンザ発生に伴う畜産関係車両の消毒ポイントについ

て、令和6年12月8日午前0時をもって移動制限区域（発生農場から

半径3km圏内）が解除になったため、全ての消毒ポイントを廃止し

ました。

搬出制限区域（半径3-10km圏内）
※令和6年11月28日午前0時をもって解除

移動制限区域（半径3km圏内）
※令和6年12月8日午前0時をもって解除

車両消毒ポイント
（廃止）


